
苦情・意見・要望等の解決のための仕組み 

社会福祉法人 正和会 

ひめゆり保育園 

［担当：主任保育士  中 道 優 子 ］ 

［責任者：園 長 古 後 由 紀 ］     ［第三者委員： 杉本 唯夫 ］ 

 住  所： 小平市花小金井南町 1-13-18 

 電話番号：   0424 (62) 6937 

［第三者委員： 窪田 尚巳 ］ 

 住  所： 小平市仲町 235 

 電話番号：   042 (343) 7771 

 

※相談解決の結果（改善事項）は口頭もしくは文書で責任者よりご報告申しあげます。 

 

●第三者委員の役割 

・ご意見・ご要望の受付担当者や責任者との話し合いだけでは納得いかない場合には、第三者の立場にある「第

三者委員」が話し合いに立ち会い、必要な助言をいたします。 

 

［第三者委員の立ち会いによる話し合いの方法］ 

○第三者委員によるご意見・ご要望の内容の確認 

○第三者委員による解決案の調整・助言 

○話し合いの結果や改善事項などの確認 

 

※第三者委員の立ち会い・助言が必要の際には、受付担当者にその旨を申し出てください。 
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意見・要望・ご相談 

意見・要望等の受付担当者 

（意見・要望などの受付・記録） 

（責任者の段階の相談で納得いかない場合に

は、第三者委員に直接相談し、話し合いへの立

ち会い・助言を求めることができます） 

サービス利用者（保護者） 

報 告 

（保護者の求めに応じて報告します） 

 意見・要望等の相談解決責任者 

（話し合いにより意見・要望等を解決します） 

 

第 三 者 委 員 

（必要に応じて話し合いに立ち会います） 

 


